
子どもの権利に関する相談及び救済の仕組み

区の機関以外

・区内の私立学

校、高等学校、

専修学校又は各

種学校、児童福

祉施設など

・区内の子どもが

育ち、学ぶため

の活動を行う団

体

・区民

など

区の機関

・制度所管部署

・小・中学校

・児童福祉施設

など

子 ど も の 権 利 救 済 委 員

子どもの権利救済相談・調査専門員

◎調査・調整活動による改善、権利侵害からの救済 など
子どもの意見等の尊重し、子どもにとっての最善の利益の追求

（条例第２５条第１項）

子ども・保護者などその子どもに関係のある人

相 談 （条例第２６条）
要請・意見表明の求め（申立て）

（条例第２６条、規則第８条）

○権利侵害からの救済のための要請

（条例第２４条第２項第３号）※１

○権利侵害の防止、権利保障のための意見の表明

（条例第２４条第２項第４号）※１

（申立てに基づく場合のほか、職権で行うこともある。）

要請・意見の内容の公表

（条例第２４条第２項第５号）

○相談対応、助言及び支援（条例第２４条第２項第１号）

○調査及び調整（条例第２４条第２項第２号）
（調査・調整活動は、関係機関に対する協力を求めて行う。）

※１申立てによる調査の結果、要請・意見の表明を行うときは、

その内容を申立者・区長に通知する。（規則第１６条）

※２申立てによる場合

要請・意見表明の内容の尊重、

必要な取組の実施 【改善】

（条例第２７条第１項）

要請・意見表明の内容の尊重、

必要な取組の実施 【改善】

（条例第２７条第３項）

取組内容等の報告

（条例第２７条第２項）※２

電話、メール、

来所、手紙

安心、回復、解決、

権利侵害からの救済

◆必要に応じてサポート

（見守りや支援など）を

実施
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